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五
月
十
五
日
（
木
曜
日
） 

 

出

席

議

員 

 
 
 

一

番
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の

ぐ

ち

 
 
 
 
 
 

け
ん
た
ろ
う 

 
 
 

二

番
 
 
 
 
 
 
 
 
 

吉 
 

村 
 

美 
 

紀 

 
 
 

三

番

 
 
 
 
 
 
 
 
 

松 
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雄

一

郎

 
 
 
 

 

 
 
 

四

番

 
 
 
 
 
 
 
 
 

宮 
 

野 
 

ゆ

み

こ

 
 
 
 

 

 
 
 

五

番

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ほ

か

り

 
 
 
 
 
 

吉 
 

紀 

 
 
 

六

番

 
 
 
 
 
 
 
 
 

依 
 

田 
 
 
 
 

翼 

 
 
 

七

番

 
 
 
 
 
 
 
 
 

高 
 

山 
 

か
ず
ひ
ろ 

 
 
 

八

番

 
 
 
 
 
 
 
 
 

石 
 

沢 
 

の
り
ゆ
き 

 
 
 

九

番

 
 
 
 
 
 
 
 
 

千 
 

田 
 

恵

美

子

 
 
 
 

 

 
 
 

十

番

 
 
 
 
 
 
 
 
 

浅 
 

川 
 

の

ぼ

る
 
 
 
 

 

 
 
 

十

一

番

 
 
 
 
 
 
 
 
 

豪 
 

一 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

十

二

番

 
 
 
 
 
 
 
 
 

山 
 

田 
 

ひ

ろ

こ

 
 
 
 

 

 
 
 

十

三

番

 
 
 
 
 
 
 
 
 

宮 
 

本 
 

伸 
 

一 

 
 
 

十

四

番

 
 
 
 
 
 
 
 
 

田 
 

中 
 

香 
 

澄 

 
 
 

十

五

番

 
 
 
 
 
 
 
 
 

沢 
 

田 
 

け

い

じ

 
 
 
 

 

 
 
 

十

六

番

 
 
 
 
 
 
 
 
 

海 
 

津 
 

敦 
 

子 

 
 
 

十

七

番

 
 
 
 
 
 
 
 
 

宮 
 

崎 
 

こ

う

き

 
 
 
 

 

 
 
 

十

八

番

 
 
 
 
 
 
 
 
 

た
か
は
ま 

 

な

お

き

 
 
 
 

 

 
 
 

十

九

番

 
 
 
 
 
 
 
 
 

小 
 

林 
 

れ

い

子

 
 
 
 

 

 
 
 

二

十

番

 
 
 
 
 
 
 
 
 

金 
 

子 
 

て
る
よ
し 

 
 
 

二
十
一
番 

 
 
 
 

市 
 

村 
 

や
す
と
し 

 
 
 

二
十
二
番 

 
 
 
 

田 
 

中 
 

と
し
か
ね 

 
 
 

二
十
三
番 

 
 
 
 

名 
 

取 
 

顕 
 

一 

 
 
 

二
十
四
番 

 
 
 
 

白 
 

石 
 

英 
 

行 

 
 
 

二
十
五
番 

 
 
 
 

松 
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昌 
 

史 

 
 
 

二
十
六
番 
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義 
 

顕 
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十
七
番 

 
 
 
 

上 
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ゆ

き

こ

 
 
 
 

 

 
 
 

二
十
八
番 

 
 
 
 

品 
 

田 
 

ひ

で

こ
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十
九
番 

 
 
 
 

浅 
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保 
 

雄 
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十
一
番 

 
 
 
 

高 
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泰 
 

三 

 
 
 

三
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二
番 

 
 
 
 

山 
 

本 
 

一 
 

仁 

 
 
 

三
十
三
番 

 
 
 
 

板 
 

倉 
 

美

千

代

 
 
 
 

 

 
 
 

三
十
四
番 

 
 
 
 

関 
 

川 
 

け

さ

子

 
 
 
 

 

欠

席

議

員 

 
 
 

な 
 

し 

欠

員 

 
 
 

三

十

番
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出

席

説

明

員 

 
 
 

区

長 
 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

 
 
 

副

区

長 
 

佐 
 

藤 
 

正 
 

子 

 
 
 

副

区

長 
 

加 
 

藤 
 

裕 
 

一 

 
 
 

教

育

長 
 

丹 
 

羽 
 

恵

玲

奈

 
 
 
 

 

 
 
 

企

画

政

策

部

長 
 

新 
 

名 
 

幸 
 

男 

 
 
 

総

務

部

長 
 

竹 
 

田 
 

弘 
 

一 

 
 
 

防
災
危
機
管
理
室
長 

 
榎 

 

戸 
 
 
 
 

研 

 
 
 

区

民

部

長 
 

髙 
 

橋 
 

征 
 

博 

 
 
 

ア
カ
デ
ミ
ー
推
進
部
長 

 

長 
 

塚 
 

隆 
 

史 
  
 
 

福

祉

部

長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鈴 
 

木 
 

裕 
 

佳 
 
 
 

兼
福
祉
事
務
所
長 

 

地
域
包
括
ケ
ア
推
進
担
当
部
長 

 

矢 
 

島 
 

孝 
 

幸 

子
ど
も
家
庭
部
長 

 

多 
 

田 
 

栄

一

郎

 
 
 
 

 
 

保

健

衛

生

部

長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

矢 
 

内 
 

真

理

子

 
 
 
 

 

兼
文
京
保
健
所
長 

 

都

市

計

画

部

長 
 

鵜 
 

沼 
 

秀 
 

之 

土

木

部

長 
 

小 
 

野 
 

光 
 

幸 

資

源

環

境

部

長 
 

木 
 

幡 
 

光 
 

伸 

施

設

管

理

部

長 
 

松 
 

永 
 

直 
 

樹 
 

会

計

管

理

者 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宇 
 

民 
 
 
 
 

清 

会
計
管
理
室
長
事
務
取
扱 

 

教

育

推

進

部

長 
 

吉 
 

田 
 

雄 
 

大 

監

査

事

務

局

長 
 

渡 
 

邊 
 
 
 
 

了 

 

事

務

局

職

員 

 
 
 

事

務

局

長 
 

佐

久

間

 
 
 
 
 
 

康 
 

一 

 
 
 

議

事

調

査

主

査 
 

杉 
 

山 
 

大 
 

樹 

 
 
 

議

事

調

査

主

査 
 

小

松

崎

 
 
 
 
 
 

哲 
 

生 

 
 
 

議

事

調

査

主

査 
 

糸

日

谷

 
 
 
 
 
 
 
 
 

友 

議

事

調

査

主

査 
 

菅 
 

波 
 

節 
 

子 

議

事

調

査

担

当 
 

阿 
 

部 
 

隆 
 

也 

議

事

調

査

担

当 
 

眞 
 

鍋 
 

由

起

子

 
 
 
 

 

議

事

調

査

担

当 
 

平 
 

尾 
 

和 
 

香 

 

議

事

日

程 

 
 
 

日

程

第

一

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会
期
の
決
定
に
つ
い
て 

 

午
後
二
時
開
議 

○
議
長
（
白
石
英
行
） 

 

た
だ
い
ま
か
ら
、
令
和
七
年
文
京
区
議
会
定
例
会
を
開

会
い
た
し
ま
す
。 

 

○
議
長
（
白
石
英
行
） 

 

こ
れ
よ
り
本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 

○
議
長
（
白
石
英
行
） 

 

ま
ず
、
本
日
の
会
議
録
署
名
人
の
指
名
を
行
い
ま
す
。 

 

本
件
は
、
会
議
規
則
に
基
づ
き
、
議
長
に
お
い
て
、 
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十

六

番

 
 
 
 

 
 

海 

津 

敦 

子 
 

議
員 

 
 
 
 

三
十
一
番 

 

高 

山 

泰 

三 
 

議
員 

を
指
名
い
た
し
ま
す
。 

 

○
議
長
（
白
石
英
行
） 

 

次
に
、
本
招
集
議
会
の
議
会
期
間
は
、
本
日
一
日
間
と

い
た
し
ま
す
。 

 

○
議
長
（
白
石
英
行
） 

 
こ
の
際
、
書
記
よ
り
、
諸
般
の
報
告
を
い
た
し
ま
す
。 

〔
議
事
調
査
主
査
朗
読
〕 

二
〇
二
五
文
総
総
第
一
四
五
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

令

和

七

年

五

月

十

五

日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

文
京
区
長 
 

成 

澤 

廣 

修 

 

文
京
区
議
会
議
長 

 

白 

石 

英 

行 

様 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
八
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
議
会
の
指
定
議
決
に
基
づ
き
専
決
処
分
し
た
和
解
及
び
損
害
賠

償
額
の
決
定
に
関
す
る
報
告
に
つ
い
て 

 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
百
八
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
下

記
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

記 

 

和
解
及
び
損
害
賠
償
額
の
決
定
に
つ
い
て 

 

二
〇
二
五
文
総
総
第
一
五
四
号

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

令

和

七

年

五

月

十

五

日

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

文
京
区
長 

 

成 

澤 

廣 

修 

 

文
京
区
議
会
議
長 

 

白 

石 

英 

行 

様 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
八
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
議
会
の
指
定
議
決
に
基
づ
き
専
決
処
分
し
た
協
定
変
更
の
報
告

に
つ
い
て 

 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
百
八
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
下

記
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

記 

一 

件

名 

お
茶
の
水
橋
補
修
補
強
工
事
に
係
る
費
用
負
担
に
関
す
る
協

定 

二 

決
定
年
月
日 

令
和
七
年
三
月
二
十
四
日 

三 

変

更

事

項 

協
定
金
額 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

変
更
後 

金
二
十
一
億
九
千
七
百
六
万
九
千
四
百
十
円 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

変
更
前 

金
二
十
二
億
二
千
八
百
六
十
六
万
六
千
七
百
五
十
円 

 

二

〇

二

五

文

監

第

七

号

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

令

和

七

年

四

月

十

日

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

文
京
区
監
査
委
員 

 

渡 

部 

敏 

明 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

同 
 

 
 
 

松 

本 

理
惠
子 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

同 
 

 
 
 

山 

本 

一 

仁 

 

文
京
区
議
会
議
長 

 

白 

石 

英 

行 

様 

 
 

 

住
民
監
査
請
求
に
つ
い
て
（
通
知
） 

 

二
〇
二
四
文
監
第
一
四
号
に
よ
り
通
知
い
た
し
ま
し
た
住
民
監
査
請
求
に
つ
い

清
掃
小
型
プ

レ
ス
車
に
よ

る
物
損
事
故 

件 
 

 

名 

令
和
七
年
三 

月
二
十
六
日 

決
定
年
月
日 

区
の
被
害
者 

に
対
す
る
損 

害
賠
償 

和
解
の
内
容 

九
千
二
百
円 

損
害
賠
償
額 

本
件
事
故
の
被
害 

者 相 

手 

方 
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て
は
、
請
求
の
要
件
を
審
査
し
た
結
果
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
百
四
十
二
条
に
規
定
す
る
住
民
監
査

請
求
の
要
件
を
欠
い
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
ま
し
た
。 

 

こ
の
た
め
、
法
第
二
百
四
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
監
査
を
実
施
し
な
い
こ

と
と
し
、
請
求
人
宛
て
に
通
知
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。 

（
参
考
） 

請
求
人
宛
通
知
（
写
し
） 

 

二
〇
二
五
文
監
第
二
二
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

令

和

七

年

四

月

三

十

日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

文
京
区
監
査
委
員 

 

渡 

部 

敏 

明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 
 
 
 
 

松 

本 

理
惠
子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 
 
 
 
 

山 

本 

一 

仁 

 

文
京
区
議
会
議
長 

 

白 

石 

英 

行 

様 

 
 
 

住
民
監
査
請
求
要
旨
に
つ
い
て
（
通
知
） 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
二
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
請
求
の
要
旨
を
別
紙
の
と
お
り
通
知
し
ま
す
。 

  
 
 

住
民
監
査
請
求
要
旨 

一 

請
求
者 

（
住
所
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

（
氏
名
）
・ 

・ 

・ 

・ 
 

 
 

※ 

請
求
者
住
所
及
び
氏
名
に
つ
い
て
は
、
非
公
開
と
す
る
。 

 

二 

請
求
の
要
旨 

 

・
・
・
・
・
文
京
区
議
会
議
員
が
、
自
身
の
政
治
的
立
場
を
明
記
し
て
開
催

し
た
「
ス
マ
ホ
教
室
」
に
お
い
て
、
文
京
区
の
高
齢
者
向
け
講
師
派
遣
制
度
を

利
用
し
て
講
師
を
招
い
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
当
該
制
度
は
、
本

来
、
高
齢
者
福
祉
の
増
進
を
目
的
と
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
年

間
六
回
ま
で
先
着
順
の
制
限
が
あ
る
中
で
、
議
員
主
催
の
私
的
イ
ベ
ン
ト
に
少

な
く
と
も
二
回
以
上
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
制
度
の
趣
旨
を
逸
脱
し
、
公

費
の
不
当
な
使
用
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
る
。 

 

ま
た
、
同
時
に
、
文
京
区
選
挙
管
理
委
員
会
に
お
い
て
も
、
無
料
で
行
わ
れ

た
今
回
の
講
座
は
公
職
選
挙
法
の
政
治
家
の
寄
付
禁
止
の
項
目
に
違
反
し
て
い

る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
と
の
指
摘
も
あ
る
。
制
度
の
運
用
基
準
に
照
ら
し
、

政
治
的
中
立
性
や
公
平
性
の
原
則
が
守
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
確

認
を
求
め
、
以
下
に
つ
い
て
監
査
を
求
め
る
。
以
下
省
略
。 

 

二
〇
二
五
文
監
第
一
七
号

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

令

和

七

年

四

月

三

十

日

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

文
京
区
監
査
委
員 

 

渡 

部 

敏 

明 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

同 
 

 
 
 

松 

本 

理
惠
子 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

同 
 

 
 
 

山 

本 

一 

仁 

 

文
京
区
議
会
議
長 

 

白 

石 

英 

行 

様 

 
 

令
和
六
年
度
三
月
分
例
月
出
納
検
査
結
果
の
報
告
に
つ
い
て
（
提
出
） 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
五
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
例
月
出
納
検
査
結
果
の
報
告
を
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
、
下
記
の
と
お
り
提
出
し
ま
す
。 

記 
一 
検
査
の
対
象 

会
計
管
理
者
所
管
の
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
に
属
す
る
令

和
六
年
度
三
月
分
の
現
金
の
出
納
及
び
保
管
状
況 

二 

検
査
年
月
日 

令
和
七
年
四
月
二
十
五
日
、
二
十
八
日 

三 

検
査
の
結
果 
⑴ 

現
金
出
納
状
況
及
び
現
金
保
管
状
況
に
つ
い
て
は
、
別
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紙
「
現
金
出
納
保
管
表
」
の
と
お
り
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。 

⑵ 

収
支
の
計
数
に
つ
い
て
は
、
別
紙
「
歳
入
計
算
表
」
及

び
「
歳
出
計
算
表
」
の
と
お
り
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。 

〔
別
紙
省
略
〕 

 

○
議
長
（
白
石
英
行
） 

 

こ
れ
よ
り
、
日
程
に
入
り
ま
す
。 

 

日
程
第
一
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 

〔
議
事
調
査
主
査
朗
読
〕 

日

程

第

一

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

会
期
の
決
定
に
つ
い
て 

 

○
議
長
（
白
石
英
行
） 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 

本
定
例
会
の
会
期
は
、
本
日
か
ら
令
和
八
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
三
百
五
十
一

日
間
と
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

○
議
長
（
白
石
英
行
） 

 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
会
期
は
、
三
百

五
十
一
日
間
と
決
し
ま
し
た
。 

 

○
議
長
（
白
石
英
行
） 

 

以
上
で
、
本
日
の
日
程
は
終
了
い
た
し
ま
し
た
。 

 

し
た
が
い
ま
し
て
、
本
招
集
議
会
の
議
事
は
全
て
終
了
い
た
し
ま
し
た
。 

 

次
の
本
会
議
は
、
追
っ
て
御
通
知
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

本
日
は
、
こ
れ
に
て
散
会
い
た
し
ま
す
。 

午
後
二
時
五
分
散
会 

 


